
4昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

◎定例会前
＊ ２月12日（水）＝総務委員協議会
＊ ２月13日（木）＝厚生文教委員協議会
＊ ２月14日（金）＝建設環境委員協議会
＊ ２月17日（月）・18日（火）＝特別委員会
＊ ２月19日（水）＝議会運営委員会
◎第１回定例会
＊ ２月27日（木）＝本会議（施政方針表明・議案上程）
＊ ３月２日（月）＝本会議（代表質問）
＊ ３月３日（火）～５日（木）＝本会議（一般質問）
＊ ３月９日（月）～ 13日（金）＝予算審査特別委員会
＊ ３月16日（月）＝総務委員会
＊ ３月17日（火）＝厚生文教委員会
＊ ３月19日（木）＝建設環境委員会
＊ ３月23日（月）・24日（火）＝特別委員会
＊ ３月26日（木）＝議会運営委員会、本会議（委員会審
査報告・採決）、全員協議会

※ 会議はいずれも午前９時30分から（３月26日の議会
運営委員会は午前９時から、同日の全員協議会は本
会議終了後）開催する予定です。

※ 日程などは変更になる場合もありますので、傍聴
を希望する方は、事前に議会事務局へ問い合わせて
ください。

※ 本会議については、インターネット中継（スマート
フォンにも対応）を実施します。

※ 第１回定例会の初日（２月27日）は、傍聴席におい
て市長の施政方針表明などの手話通訳を行う予定で
す。
※ 第１回定例会で審査を希望する請願などは、２月
13日（木）の午後５時までに提出してください。

※ 定例会後、議会運営委員会を４月中旬に開催する
予定です。

☆詳しくは、議会事務局へ。
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全国瞬時警報システムの試験放送
を実施

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）は、地震の発生
や弾道ミサイルの発射など、国からの緊急情報を受信
し、防災行政無線で自動的に放送するものです。
　緊急時に備え、このシステムの試験放送を行います
ので、ご理解をお願いします。
◇日時　２月19日（水）の午前11時頃
◇ 内容　「これは、Ｊアラートのテスト
です（３回繰り返し）。こちらは防災昭
島市役所です。」

☆詳しくは、防災係へ。

　公共施設等総合管理計画に基づき、各施設の更新・
統廃合・長寿命化など、適正な維持・管理を図るため、
施設やその種別ごとの計画を策定します。策定にあた
り、皆さんの意見をお聴きするために開催します。
◇日時・場所
＊ ２月15日（土）の午前10時～正午＝市民交流センター
＊ ２月22日（土）の午前10時～正午＝市役所204会議室
◇ 対象　市内在住・在勤・在学の方
◇ 定員　各30人（多数抽選）
◇ 申し込み　はがきに住所・氏名・年齢・電話番号、
希望日を記入し、開催日の５日前（消印有効）までに
〒196-8511　市役所行政経営担当へ
（１人１通のみ）。
☆詳しくは、行政経営担当へ。


